
 令和２年５月29日付け県公報第110号公告 企画提案の募集（健康増進課）中、次のとおり訂正する。 

 

 ページ       箇所 

P１               ３ 参加資格 

 

誤  

 （２） 静岡県の一般業務委託競争入札参加資格において、「広告代理」の営業種目に競争入札参加資格を有す

る者であること。 

（３） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当していないこと。 

 （４） 国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中でないこと。 

（５） 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始 

の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

 （６） 次のアからオのいずれにかにも該当しない者であること。 

  ア 役員等（個人である場合にあっては当該個人をいい、法人である場合にあっては当該法人の役員又

はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下各号において同じ。）が暴力団員

等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴対法」とい 

う。）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。

以下各号において同じ。）であると認められる者 

  イ 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下各号において同じ。）又は暴力団員等が

経営に実質的に関与していると認められる者 

  ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも

って、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められる者 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に優先的な取扱いをする等

直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者 

  オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められる者 

 （７） 宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体や個人でないこと。 

 （８） コンソーシアムの場合は、構成員のすべてが上記（２）から（７）の項目を満たしていること。 

 

正 

（2） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当していないこと。 

（3） 国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中でないこと。 

（4） 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始 

の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

 （5） 次のアからオのいずれにかにも該当しない者であること。 



  ア 役員等（個人である場合にあっては当該個人をいい、法人である場合にあっては当該法人の役員又

はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下各号において同じ。）が暴力団員

等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴対法」とい 

う。）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。

以下各号において同じ。）であると認められる者 

  イ 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下各号において同じ。）又は暴力団員等が

経営に実質的に関与していると認められる者 

  ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも

って、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められる者 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に優先的な取扱いをする等

直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者 

  オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められる者 

（ 6） 宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体や個人でないこと。 

（7） コンソーシアムの場合は、構成員のすべてが上記（２）から（6）の項目を満たしていること。 

 


